
第 83号 議案

長岡京市国民健康保険条例の一部改正について

長 岡京市国民健康保険条例 (昭和 52年長岡京市条例第 2号)の一部 を別紙

の とお り改正す るもの とす る。

令和 5年 9月 22日 提 出

長岡京市長  中小路 健 吾

(提案理由)

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律 (令和 5年法律第 31号 )に よる国民健康保険法 (昭 和

33年法律第 192号 )の一部改正に伴い、条例の一部を改正する必要があ

るので提案する。



長岡京市国民健康保険条例の一部を改正する条例

長岡京市国民健康保険条例 (昭和 52年長岡京市条例第 2号)の一部を次のように改正

する。

改正後 改正前

目次

第1章～第5章  【略】

第 6章 保険料 (第 12条―第 28条の

4)

第 7章 。第 8章  【略】

附則

(一般被保険者に係る基礎賦課総額 )

第 12条の 3 保険料の賦課額の うち一般

被保険者 (法附則第 7条第 1項に規定す

る退職被保険者等 (以下 「退職被保険者

等」 とい う。)以外の被保険者をい う。

以下同 じ。)に係る基礎賦課額 (第 23

条 筆 23条 の 3乃 び 第 23条 の 4 の規

定により基礎賦課額を減額するものとし

た場合にあつては、その減額することと

なる額を含む。)の総額 (以 下 「基礎賦

課総額」 とい う。)は、第 1号に掲げる

額の見込額から第 2号に掲げる額の見込

額を控除 した額を基準 として算定 した額

とする。

(1) 【田各】

(2)当 該年度における次に掲げる額の合

算額

ア～ ウ 【略】

工 その他国民健康保険事業に要する

費用 (国 民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。)の ための収入

(法附則第 9条第 1項の規定により

読み替えられた法第 72条の 3第 1

目次

第1章～第5章  【略】

第 6章 保険料 (第 12条―第 28条 の

3)

第 7章・第 8章  【略】

附則

(一般被保険者に係る基礎賦課総額 )

第 12条の 3 保険料の賦課額の うち一般

被保険者 (法附則第 7条第 1項に規定す

る退職被保険者等 (以下 「退職被保険者

等」 とい う。)以外の被保険者をい う。

以下同じ。)に係る基礎賦課額 (第 23

条及釜笙塑 3条 の 3の規定により基礎賦

課額を減額するものとした場合にあつて

は、その減額することとなる額を含む。)

の総額 (以下「基礎賦課総額」とい う。)

は、第 1号に掲げる額の見込額から第 2

号に掲げる額の見込額を控除 した額を基

準として算定 した額とする。

(1) 【田各】

(2)当 該年度における次に掲げる額の合

算額

ア～ウ 【略】

工 その他国民健康保険事業に要する

費用 (国民健康保険の事務の執行に

要する費用を除く。)のための収入

(法附則第 9条第 1項の規定により

読み替えられた法第 72条の 3第 1



改正後 改正前

項、隻iヱ 2象の3の 2:笙 1項及び笙

72条の3の 3笙 1■の規定による

繰入金並びに国民健康保険保険給付

費等交付金 (退職被保険者等の療養

の給付等に要する費用に係 るものに

限る。)を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得

割額の算定)

第 14条 前条の所得割額は、一般被保険

者に係る賦課期 日の属する年の前年の所

得に係る地方税法 (昭和 25年法律第 2

26号)第 314条 の 2第 1項に規定す

る総所得金額及び山林所得金額並びに他

の所得 と区分 して計算される所得の金額

(同 法附則第 33条の 2第 5項に規定す

る上場株式等に係 る配当所得等の金額

(同 法 附 日|1第 35 条 の 2の 6第 8項又は

第 11項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額)、 同法附則第 33条

の 3第 5項 に規定する土地等に係る事業

所得等の金額、同法附則第 34条第 4項

に規定する長期譲渡所得の金額 (租税特

別措置法 (昭和 32年法律第 26号)第

33条の 4第 1項若 しくは第 2項、第 3

4条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 3

4条の 3第 1項、第 35条第 1項、第 3

5条の 2第 1項、第 35条の 3第 1項又

は第 36条の規定の適用がある場合に

は、これ らの規定の適用により同法第 3

1条第 1項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額)、

地方税法附則第 35条第 5項 に規定する

短期譲渡所得の金額 (租税特別措置法第

項及び笙ヱ 生 の 3の 2笙 1項の規

定による繰入金丞0国塁塁塵堡険保
.

険盗付費等交付全 (退職被保険者等

の療養の給付等に要する費用に係る

ものに限る。)を除く。)の額

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得

割額の算定)

第 14条 前条の所得割額は、一般被保険

者に係 る賦課期 日の属する年の前年の所

得に係る地方税法 (昭和 25年法律第 2

26号)第 314条 の 2第 1項 に規定す

る総所得金額及び山林所得金額並びに他

の所得 と区分 して計算される所得の金額

(同 法附則第 33条の 2第 5項に規定す

る上場株式等に係 る配 当所得等の金額

(同 法附則第 35条の 2の 6第 11項又

饉璧理」型量の規定の適用がある場合 に

は、その適用後の金額)、 同法附則第 3

3条 の 3第 5項に規定する土地等に係 る

事業所得等の金額、同法附則第 34条第

4項に規定する長期譲渡所得の金額 (租

税特別措置法 (昭和 32年法律第 26号 )

第 33条の 4第 1項若 しくは第 2項、第

34条第 1項、第 34条の 2第 1項 、第

34条の 3第 1項、第 35条第 1項 、第

35条の 2第 1項、第 35条の 3第 1項

又は第 36条の規定の適用がある場合に

は、これ らの規定の適用により同法第 3

1条第 1項に規定する長期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除 した金額)、

地方税法附則第 35条第 5項に規定する

短期譲渡所得の金額 (租税特別措置法第



い

改正後 改正前

33条の 4第 1項若 しくは第 2項、第 3

4条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 3

4条 の 3第 1項、第 35条第 1項又は第

36条の規定の適用がある場合には、こ

れ らの規定の適用により同法第 32条第

1項 に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除 した金額)、 地方税

法附則第 35条の 2第 5項に規定する一

般株式等に係 る譲渡所得等の金額 (同 法

附則第 35条の 3第 15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)、

同法附則第 35条の 2の 2第 5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

(旦整量聾夏豊ュニ重望≧■2■墾理|二型咀又

は第 35条の 3第 13項若 しくは第 15

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額)、 同法附則第 35条の 4第

4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額 (同 法附則第 35条の 4の 2第 7

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額)、 外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律 (昭和 37年法律第 144

号)第 8条第 2項 (同 法第 12条第 5項

及び第 16条第 2項において準用する場

合を含む。第 23条第 1項第 1号におい

て同 じ。)に規定する特例適用利子等の

額、同法第 8条第 4項 (同 法第 12条第

6項及び第 16条第 3項において準用す

る場合を含む。同号において同じ。)に

規定する特例適用配当等の額、租税条約

等の実施に伴 う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律 (昭和 4

33条の 4第 1項若 しくは第 2項、第 3

4条第 1項、第 34条の 2第 1項、第 3

4条の 3第 1項、第 35条第 1項又は第

36条の規定の適用がある場合には、こ

れ らの規定の適用により同法第 32条第

1項に規定する短期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除 した金額)、 地方税

法附則第 35条の 2第 5項 に規定する一

般株式等に係 る譲渡所得等の金額 (同 法

附則第 35条の 3第 15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額)、

同法附則第 35条の 2の 2第 5項 に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額

(回 塗堕且|」五 3_旦 金の226壺塾=雖菫又

は第 35条の 3第 13項若 しくは第 15

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額)、 同法附則第 35条の 4第

4項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額 (同 法附則第 35条の 4の 2第 7

項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額)、 外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等

に関する法律 (昭和 37年法律第 144

号)第 8条第 2項 (同 法第 12条第 5項

及び第 16条第 2項において準用する場

合を含む。第 23条第 1項第 1号におい

て同じ。)に規定する特例適用利子等の

額、同法第 8条第 4項 (同法第 12条第

6項及び第 16条第 3項において準用す

る場合を含む。同号において同じ。)に

規定する特例適用配当等の額、租税条約

等の実施に伴 う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律 (昭和 4



改正後 改正前

4年法律第 46号。第 23条において「租

税条約等実施特例法」という。)第 3条

の 2の 2第 10項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第 12項に規定する条

約適用配当等の額をいう。以下この条に

おいて同じ。)の合計額から地方税法第

314条 の 2第 2項の規定による控除を

した後の総所得金額及び山林所得金額並

びに他の所得 と区分 して計算される所得

の金額の合計額 (以 下 「基礎控除後の総

所得金額等」 とい う。)に、第 16条の

所得割の保険料率を乗 じて算定する。

2 【略】

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額 )

第 16条の 6の 2 保険料の賦課額の うち

一般被保険者に係 る後期高齢者支援金等

賦課額 (第 23条、第23条 の 3及び笙

23条の 4の規定により後期高齢者支援

金等賦課額を減額するものとした場合に

あつては、その減額することになる額を

含む。)の総額 (以下 「後期高齢者支援

金等賦課総額」 という。)は、第 1号に

掲げる額の見込額から第 2号に掲げる額

の見込額を控除 した額を基準 として算定

した額 とする。

(1) 【田各】

(2)当 該年度における次に掲げる額の合

算額

ア  【略】

イ その他国民健康保険事業に要する

費用 (国 民健康保険事業費納付金の

4年法律第 46号。第 23条において「租

税条約等実施特例法」 とい う。)第 3条

の 2の 2第 10項に規定する条約適用利

子等の額及び同条第 12項に規定する条

約適用配当等の額をい う。以下この条に

おいて同じ。)の合計額から地方税法第

314条 の 2第 2項の規定による控除を

した後の総所得金額及び山林所得金額並

びに他の所得 と区分 して計算 される所得

の金額の合計額 (以 下 「基礎控除後の総

所得金額等」 とい う。)に、第 16条 の

所得割の保険料率を乗 じて算定する。

2 【略】

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金

等賦課総額)

第 16条の 6の 2 保険料の賦課額のうち

一般被保険者に係る後期高齢者支援金等

賦課額 (第 23条及び第 23条の 3の規

定により後期高齢者支援金等賦課額を減

額するものとした場合にあつては、その

減額することになる額を含む。)の総額

(以 下 「後期高齢者支援金等賦課総額」

とい う。)は、第 1号に掲げる額の見込

額から第 2号に掲げる額の見込額を控除

した額を基準として算定した額 とする。

(1)【略】

(2)当 該年度における次に掲げる額の合

算額

ア 【略】

イ その他国民健康保険事業に要する

費用 (国 民健康保険事業費納付金の



彎

改正後 改正前

納付に要する費用に限る。)の ため

の収入 (法附則第 9条第 1項の規定

により読み替えられた法第 72条の

3第 1項、第 7_2条_2重∠と奎豊上重

及び笙二2盆2■2旦隻⊥三 の規定

による繰入金を除く。)の額

(介護納付金賦課総額 )

第 16条 の 7 保険料の賦課額の うち介護

納付金賦課額 (第 23条及び第 23条の

4の規定により介護納付金賦課額を減額

するものとした場合にあつては、その減

額することになる額を含む。)の総額 (以

下「介護納付金賦課総額」とい う。)は、

第 1号に掲げる額の見込額から第 2号に

掲げる額の見込額を控除 した額を基準 と

して算定 した額 とする。

(1) 【田各】

(2)当 該年度における次に掲げる額の合

算額

ア  【略】

イ その他国民健康保険事業に要する

費用 (国 民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。)の ため

の収入 (法附則第 9条第 1項の規定

により読み替えられた法第 72条の

3第 1項及び第
=2盆

の 3の 3笙_1

二の規定による繰入金を除く。)の

額

(低所得者の保険料の減額)

第 23条 次の各号に該当する納付義務者

に対 して課する保険料の賦課額のうち基

礎賦課額は、第 13条又は第 16条の2

納付に要する費用に限る。)のため

の収入 (法附則第 9条第 1項の規定

により読み替えられた法第 72条の

3第 1項及び第二 2条 の 32_2第 1

■の規定による繰入金を除く。)の

額

(介護納付金賦課総額 )

第 16条の 7 保険料の賦課額の うち介護

納付金賦課額 (第 23条の規定により介

護納付金賦課額を減額するものとした場

合にあつては、その減額することになる

額を含む。)の総額 (以 下 「介護納付金

賦課総額」 とい う。)は、第 1号に掲げ

る額の見込額から第 2号に掲げる額の見

込額を控除した額を基準として算定 した

額 とする。

(1)【略】

(2)当該年度における次に掲げる額の合

算額

ア  【略】

イ その他国民健康保険事業に要する

費用 (国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に限る。)の ため

の収入 (法附則第 9条第 1項の規定

により読み替えられた法第 72条の

3第 1項 の規定による繰入金 を除

く。)の額

(低所得者の保険料の減額 )

第 23条 次の各号に該当する納付義務者

に対 して課する保険料の賦課額の うち基

礎賦課額は、第 13条又は第 16条の 2



改正後 改正前

の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額 して得た額 (当 該減額

して得た額が 650, 000円 を超える

場合は、 650,000円 )と する。

(1)世帯主、当該年度の保険料賦課期 日

(賦課期 日後に保険料の納付義務が発

生 した場合にはその発生 した 日とす

る。)現在においてその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者につ

き算定 した地方税法第 314条 の 2第

1項に規定する総所得金額 (青色専従

者給与額又は事業専従者控除額につい

ては、同法第 313条 第 3項、第 4項

又は第 5項 の規定を適用せず、所得税

法 (昭和 40年法律第 33号)第 57

条第 1項、第 3項又は第 4項の規定の

例によらないものとし、山林所得金額

並びに他の所得 と区分 して計算 される

所得の金額 (地方税法附則第 33条の

2第 5項に規定する上場株式等に係る

配当所得等の金額 (同 L堕則第35条

の_22_■笙旦 又は第 11項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金

額)、 同法附則第 33条の 3第 5項に

規定する土地等に係る事業所得等の金

額、同法附則第 34条第 4項に規定す

る長期譲渡所得の金額、同法附則第 3

5条第 5項に規定する短期譲渡所得の

金額、同法附則第 35条の 2第 5項に

規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額 (同 法附則第 35条の 3第 15

項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額)、 同法附則第 35条の

の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号

に定める額を減額 して得た額 (当 該減額

して得た額が 650, 000円 を超える

場合は、 650, 000円 )と する。

(1)世帯主、当該年度の保険料賦課期 日

(賦課期 日後に保険料の納付義務が発

生 した場合 にはその発生 した 日とす

る。)現在においてその世帯に属する

被保険者及び特定同一世帯所属者につ

き算定 した地方税法第 314条 の 2第

1項に規定する総所得金額 (青色専従

者給与額又は事業専従者控除額につい

ては、同法第 313条 第 3項、第 4項

又は第 5項の規定を適用せず、所得税

法 (昭和 40年法律第 33号 )第 57

条第 1項、第 3項又は第 4項の規定の

例によらないものとし、山林所得金額

並びに他の所得 と区分 して計算 される

所得の金額 (地方税法附則第 33条の

2第 5項 に規定する上場株式等に係 る

配当所得等の金額 (同 法附則笙過 5条

の 2の 6第 11項又は第 15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の

金額)、 同法附則第 33条の 3第 5項

に規定する土地等に係る事業所得等の

金額、同法附則第 34条第 4項に規定

する長期譲渡所得の金額、同法附則第

35条第 5項に規定する短期譲渡所得

の金額、同法附則第 35条の 2第 5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額 (同 法附則第 35条の 3第 1

5項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額)、 同法附則第 35条
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2の 2第 5項に規定する上場株式等に

係 る譲渡所得等の金額 (団室Ш旦墜豊ユ

5△22の■笙上上三又は第 35条の

3第 13項若 しくは第 15項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金

額)、 同法附則第 35条の 4第 4項に

規定する先物取引に係る雑所得等の金

額 (同法附則第 35条の 4の 2第 7項

の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額)、 外国居住者等の所得に

対する相互主義による所得税等の非課

税等に関する法律第 8条第 2項に規定

する特例適用利子等の額、同法第 8条

第 4項 に規定す る特例適用配 当等の

額、租税条約等実施特例法第 3条 の 2

の 2第 10項に規定する条約適用利子

等の額及び同条第 12項に規定する条

約適用配当等の額をい う。以下この項

において同 じ。)の算定についても同

様 とする。以下同じ。)及び山林所得

金額並びに他の所得 と区分 して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税法

第 314条 の 2第 2項第 1号に定める

金額 (世帯主並びに当該世帯主の世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者 (次 号及び第 3号において 「世帯

主等」 とい う。)の うち給与所得を有

する者 (前年中に同条第 1項に規定す

る総所得金額に係 る所得税法第 28条

第 1項 に規定する給与所得について同

条第 3項に規定する給与所得控除額の

控除を受けた者 (同 条第 1項に規定す

る給与等の収入金額が 550, 000

の 2の 2第 5項に規定する上場株式等

に係る譲渡所得等の金額 (同 法附則第

35条の 2の 6第 15項又は第 35条

の 3第 13項若 しくは第 15項の規定

の適用がある場合には、その適用後の

金額)、 同法附則第 35条の 4第 4項

に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額 (同 法附則第 35条 の 4の 2第 7

項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額)、 外国居住者等の所得

に対する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律第 8条第 2項に規

定する特例適用利子等の額、同法第 8

条第 4項に規定する特例適用配当等の

額、租税条約等実施特例法第 3条 の 2

の 2第 10項に規定する条約適用利子

等の額及び同条第 12項に規定する条

約適用配当等の額をい う。以下この項

において同じ。)の算定についても同

様 とする。以下同 じ。)及び山林所得

金額並びに他の所得 と区分 して計算さ

れる所得の金額の合算額が、地方税 法

第 314条 の 2第 2項第 1号に定める

金額 (世帯主並びに当該世帯主の世帯

に属する被保険者及び特定同一世帯所

属者 (次号及び第 3号において 「世帯

主等」 とい う。)の うち給与所得を有

する者 (前年中に同条第 1項 に規定す

る総所得金額に係る所得税法第 28条

第 1項に規定する給与所得について同

条第 3項に規定する給与所得控除額の

控除を受けた者 (同条第 1項に規定す

る給与等の収入金額が 550, 000
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円を超える者に限る。)を い う。以下

この号において同じ。)の数及び公的

年金等に係る所得を有する者 (前年中

に地方税法第 314条 の 2第 1項に規

定する総所得金額に係る所得税法第 3

5条第 3項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第 4項に規定する

公的年金等控除額の控除を受 けた者

(年齢 65歳未満の者にあつては当該

公的年金等の収入金額が600, 00

0円 を超える者に限 り、年齢 65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収

入金額が 1, 100, 000円 を超え

る者に限る。)を いい、給与所得を有

する者を除く。)の数の合計数 (次 号

及び第 3号において 「給与所得者等の

数」 とい う。)が 2以上の場合にあつ

ては、地方税法第 314条 の 2第 2項

第 1号 に定める金額に当該給与所得者

等の数から1を減 じた数に 100, 0

00円 を乗 じて得た金額 を加 えた金

額)を超えない世帯に係る保険料の納

付義務者

アに掲げる額に当該世帯に属する被

保険者の うち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象 とさ

れるものの数を乗 じて得た額 とイに掲

げる額 とを合算 した額

ア・イ  【略】

(2)。 (3) .【 田各】

2～ 4 【略】

(未就学児の被保険者均等割額の減額 )

第 23条の 3 当該年度において、その世

円を超える者に限る。)を い う。以下

この号において同じ。)の数及び公的

年金等に係 る所得を有する者 (前年中

に地方税法第 314条 の 2第 1項 に規

定する総所得金額に係る所得税法第 3

5条第 3項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第 4項に規定する

公的年金等控除額の控除を受 けた者

(年齢 65歳未満の者にあつては当該

公的年金等の収入金額が 600, 00

0円 を超える者に限 り、年齢 65歳以

上の者にあつては当該公的年金等の収

入金額が 1, 100, 000円 を超え

る者に限る。)を いい、給与所得を有

する者を除 く。)の数の合計数 (次 号

及び第 3号において 「給与所得者等の

数」とい う。)が 2以上の場合にあつ

ては、地方税法第 314条 の 2第 2項

第 1号に定める金額に当該給与所得者

等の数から 1を減 じた数に 100, 0

00円 を乗 じて得た金額 を加 えた金

額)を超えない世帯に係 る保険料の納

付義務者

アに掲げる額に当該世帯に属する被

保険者の うち当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額の算定の対象 とさ

れるものの数を乗 じて得た額 とイに掲

げる額とを合算 した額

ア・イ  【略】

(2)。 (3)【略】

2～ 4 【略】

(未就学児の被保険者均等割額の減額 )

第 23条の 3 当該年度において、その世
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帯に 6歳に達する日以後の最初の 3月 3

1日 以前である被保険者 (以下 「未就学

児」 とい う。)が ある場合における当該

被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第 16条又は第

16条の 5の基礎賦課額の被保険者均等

割の堡険料率か ら、当該堡堕盪歪に、そ

れぞれ、 10分 の 5を乗 じて得た額 (第

16条第 2項の規定により端数の切 り上

げを行つた後の額 とする。)を控除 して

得た額 とする (第 4項に掲げる場合を除

く。)。

2 ・ 3  【田各】

4 当該年度において、第 23条に規定す

る基準に従い保険料を減額するものとし

た納付義務者の世帯に未就学児がある場

合における当該未就学児に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第 1号に掲げる額から第 2号に掲げる額

を控除 して得た額 とする。

(1)第 16条又は第 16条の 5の基礎賦

課額の被保険者均等割 の保険料率か

ら、当該堡険料盗に第 23条第 1項各

号に規定する場合に応 じてそれぞれ同

項各号アに掲げる割合を乗 じて得た額

(第 16条第 2項の規定により端数の

切 り上げを行つた後の額 とする。)を

控除 して得た額

(2)【 略】

5・ 6 【略】

(出産被保険者の保険料の減額 )

笙2■△2生 当該生重二主量三二⊥童二

帯に 6歳に達する日以後の最初の 3月 3

1日 以前である被保険者 (以 下 「未就学

児」 とい う。)が ある場合における当該

被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第 16条又は第

16条の 5の基礎賦課額の被保険者均等

割の保険料額から、当該堡険量笙に、そ

れぞれ、 10分 の 5を乗 じて得た額 (第

16条第 2項の規定により端数の切 り上

げを行つた後の額とする。)を控除 して

得た額 とする (第 4項に掲げる場合を除

く。)。

2 ・ 3  【田各】

4 当該年度において、第 23条 に規定す

る基準に従い保険料を減額するものとし

た納付義務者の世帯に未就学児がある場

合における当該未就学児に係る当該年度

分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、

第 1号に掲げる額から第 2号に掲げる額

を控除 して得た額とする。

(1)第 16条又は第 16条の 5の基礎賦

課額の被保険者均等割の保険料額 か

ら、当該堡険.料額に第 23条第 1項各

号に規定する場合に応 じてそれぞれ同

項各号アに掲げる割合を乗 じて得た額

(第 16条第 2項の規定により端数の

切 り上げを行つた後の額 とする。)を

控除 して得た額

(2)【 略】

5。 6 【略】

【加える】
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出産被保険者 (国 民健康保険法施行令第

29会の重1笙ユ璽笙昼量1こ量定立登出産

被堡塗童と登立ュ」≧生工旦_じ二_Σ_∠ 止ゞとこ菫以

合における当該世帯の納付義務者に対 し

C理∠』 [塗量21堕型墜生菫遡曇蝉盟

笙生=壺五L_■△X堕髪_二塁≧墾2型⊇基整

賦課額から、次の各号の合算額を減額し

て得た額 (当 該減額 して得 た額が 650,

Q__0■ 田≧_超 え全盪全1こ は、̈⊆旦Q_こ_0

0ュ皿)__上 立う ⊆ 5三二掲|二五塑合を

除く。)。

Ш _当:亥旦:産:被:堡.は.L墜.基埜雌 _

の総所得金額等に当該年度分の基礎賦

課額の所得割の保 率を乗 じて得た

額に 12分の 1を乗 じて得た額に、当

[之[堕:艶』整:璧童の旦塑奎≧■立週_⊆到壁

健康保険法施行規則第 32条の 10の

2で定める場合には、出産の日。第 2

8条の 4第 1項及び第 2項 において同

じ。)の属する月 (以下この号において

「出産予定月」という二との前週 (多』台

妊娠の場合には、 3月 前)か ら出産予

定月の翌々月までの期間 (以 下 「産前

産後期間上と墜立上塵型生L当該生重二

属する月数を乗 じて得た額

(2)当 該年度分の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率に 12分の 1を乗 じ

て得た額に、当該 産被保 険者 の 産 前

産後期間の うち当該年度に属する月数

を乗 じて得た額

2 第 16条第 2項及び第 3項の規定は、

前項に規定する額の決定について準用す

登⊇二のI:型二:担堅 l、_」亘ltti豊2:塑:」〔バ
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第 3項の規定中 「保険」些■2量墜壼2重

「額」 と読み替えるものとする。

3 前 2項の規定は、後期高齢者支援金等

旦菫三匙塁聾I塑壁墜12三二生f■[L■_三望2磁i

全L聾と塾L≦:ュ隻上型 三[基壁」壺菫菫ユ上上立

るのは「後期高齢者 援金等賦課額 |と 、

「第 13条又は第 16 条 の 2 |と あるの

は 「第 16条 の 6の 3 又 は 第 1 6条の 6

2日_と=「 65oュ 00Q旦1_と」盪
=2

!菫_[22_0ュ_00_0_圧 L_と二L宣IE豊生Lニヨ笠二

6条」とあるのは「 16条の 6の 5」 と

読み替えるものとす登。

⊥ 笙_上:旦盈.至:笙_2_項_2_坦_定L企 .謹_整_壁 :

金賦課額の減額について準用する。この

場合において、第 1項中 「基礎賦課額」

と豊型 ≧生上壁 量生上金塵 題 」_と二_1笙

13条 又は第 16条の 2」 とあるのは「第

1_【≧二窒三≦Ξ≧」]L≦≧:二 _ゝ「 6 EL」⊇|_2 00≦≧」三l」__と

あるのは 「170, 000円 」とェ_墨E2
項中 「第 1_Q条」_と あるのは _「 第 10_条

の 10」 と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第 23条に規定す

る基準に従い保険料を減額するものとし

た納付義務者の世帯に出産被保険者があ

る場合における当該世壷:_の_納付義務者に

対 して課する保険料の賦課額の うち基礎

賦課額は、_当 該漣額後の第13条 Xは五

16条の 2の 基礎 醒顕_か ら、次の各号

の合算額を減額 して得た額 (当 該減額 し

て得た額が 650, 000円 を超 える場

合 に は 、 6 50。 00円 )と す る。

皿 当_該出産:被:堡:険:童Lに墾_登基]整」空1蟹
の総所得金額等二当該生重全の基整皿
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課額の所得割の保 料率を乗 じて得 た

笙_L■2髪と2二と丞工昼:輩ビ」五二_二堂

該出産被 険者の産前産後 間のうち

当該年重二属する月数を乗じて得た額

12当壷奎菫:登Z≧基I産」堕茜 三LE塑堡塗:董L

均等割の保険粗至から、当該保険料率

に第 23条第 1_項 号に規定する場合

に応 じてそれ.ぞれ同項各号アに掲げる

:劃1全塑:豆1金l≧:三_笙[ヱ:菫壁そ≧!生1塗i上
`≦

菫ittL`額 !

」星_■_正蟹:当2__■ 塗̈:亘:型:≧:笙

`呈

:と_塞:墜:三二当iZ

」当_産也1墨:H[主_:董_Cと2:聾:亜菫

`生

:盟.質]望:≧:=12:当 _

乏笠座璧昼二∠上」墾襲と丞工昼菫塾L笙

ハ０ 第 16条第 2項及 第 3 項 の 規定は、

前 項 | こ規定す る額 の決 宇 につ いて準用す

る。 この場合にお いて、同条第 2項及び

第 3項の規定中 「保険料率 |と あるのは

「額」 と読み替 るものとするハ

7 前 2項の規定は、 期高齢者 支援金等

賦謎室目堕2塑堕 .に2霊≦笙墾理璽L=聖2'
合において、第亜項中「基礎賦課笙⊥と

あるのは 「後期高齢者支援金等賦課額」

と、 「第 13条又二第 16条の 2」 とあ

るのは 「第 16条の 6の 3又は第 16条

2墜zとり」_±_=… 2■Eコ_上盪≧

るのは 「220, 000円 」 と、前項中

「第 16条 |と あるの ま 「第 16 条の 6

の 5」 と読み替 るものとする。

旦 笙ュ三及盤 ■二凶 ニヒ 企董塾生

金賦課額の減額について準用する。この

場合において、第 5項 中 「基礎賦課額」

と豊るの生 回塁塾1幽塗皿塾笙上≧」菫

13条又は第 16条の 21と あるのは「第

1…6金のLL.≧ニエ.ユ.旦コ!ェ.工!≦:と」:」■Lと
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あるのは 「170,000 円 | と、第 6

項中 「第 16条」 とあるのは 「第 16条

の 10」 と読み替えるものとする。

第28条の3 【略】

(出産被保険者 |こ関する届出)

第2旦盆2■ 出墨教 1型資童f堕養L全旦土

の世帯主は、次に掲げる事項 記載 した

届 書 を市長 に提 出 しな |サ〕ればな お
り ない

^

脚 :童立2_重生 生正三_生生ユ旦」曼

個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月

日及び個人番号

(3)出産の予定 日

四 皇上量娠XLZ上 二基0型

2 前項の届書には、次に掲げる書類を_盗

えなければならない。

(1) 出産の予定 日を明 らかにすることが

できる書類

(2) 多胎妊娠の場合 |こあつては、その旨

を明らかにすることができる書類

(3)出産後に前項の規定による届出を行

立」ΣL全上型ヒと12■1主=_出産」
=」
生医堡盤:者[

上」当」亥」」饉:1豊区登[壬1と

`2」

ヨz2」彊堡」と」壁l

らかにすることができる_豊類

3 第 1項の届出は、出産被保険者の出産

の予定 日の 6月 前か ら行 うことができ

る 。

4_ 第 二項の星立にかかわらず、市長が、

出産被保険者について同項各号に掲げる

壷三■i墜笙_」型[壁:望:量:」:Llk」豊奎[二上墜

て明らかにすべき事項を確認することが

できるときは、第 1項の規_定 による届出

を省略さ± る二 とができ登Q

第28条の3 【略】

【加える】



附 則

(施行期 日)

1 この条例は、令和 6年 1月 1日 から施行する。

(経過措置 )

2 この条例による改正後の第 23条の 4の規定は、令和 5年度分の国民健康保険の保険

料の うち令和 6年 1月 以後の期間に係るもの及び令和 6年度以後の年度分の当該保険料

について適用 し、令和 5年度分の当該保険料の うち令和 5年 12月 以前の期間に係るも

の及び令和 4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。


